
令和７年12月
稲敷警察署

速 度 取 締 り 指 針

稲敷警察署の速度取締り重点

稲敷警察署管内における交通事故実態

▼稲敷警察署管内の主な幹線道路別に過去

３年間の事故発生状況を比較すると、国道

125号、国道51号、県道江戸崎新利根線及

び県道竜ケ崎潮来線で多く発生していま

す。

▼危険認知速度別に見ても、国道125号、国

道51号、県道江戸崎新利根線及び県道竜

ケ崎潮来線において高速度での事故が発

生しています。

▼国道125号においては前期と同数程度の人

身事故が発生しており、特に同バイパスに

おいては速度超過の車両が多く見られ、取

締り要望があります。

▼過去３年の国道125号における時間帯

別・危険認知速度別事故発生状況を比

較すると、６～８時及び16時～18時の時

間帯に事故が多く発生しています。

▼ ６時～８時の時間帯には高速度での事

故も発生しています。

その他の交通指導取締り要点

管内では速度違反取締りのほか、飲酒運転、携帯電話使用等、横断歩行者等妨害違反取締り

を強化し、通学路や生活道路においては、可搬式速度違反自動取締装置による速度取締りを実

施します。

★重点以外の場所、時間帯であっても、取締りを実施することがあります。

～令和７年６月１日から令和７年11月30日～
●当署管内では死亡事故が県道江戸崎新利根線で１件、県道新川江戸崎線で１件、

市道で１件の計３件発生しました。管内の国道や県道等の幹線道路では人身事故が

多発しており、国道で20件、県道で19件発生しています。

●人身事故は、国道と県道の幹線道路で全体の約7割を占めており、事故原因は安全

不確認・前方不注視で全体の約半数を占めています。
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国道125号における時間別・危険認知速度別
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